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  注）中期計画の項目を以下のとおり整理している。   

【新】第２期中期計画から新たに加えた項目 

【拡】従来の取組を拡充して実施する項目 

【重】重点戦略に位置付け実施する項目 

 

Ⅰ 教育の質の向上に関する目標を達成するための措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

(1) 教育内容の充実 

ア 学士課程における教育の充実 

○ 【重】教育課程の充実 

① 令和７年度の新カリキュラム移行に向け、現在の開講科目の科目区分、科

目内容の見直しを行うとともに、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）との

関連性を再検証し、より体系的な教育課程の充実を図る。 

② 令和６年度中に基礎教育センター準備室を基礎教育センターに改組すると

ともに、令和７年度の新カリキュラム移行に伴い新たな基礎教育プログラムと

して導入する「基礎ゼミナール」と、令和５年度から先行導入済みの「基礎演

習」について、授業の内容、方法、評価等について十分な検討・検証を行う。 

○ 成績評価 

③ 教員ごとの授業評価傾向等の分析・開示を継続し、客観的かつ適切な成績

評価に努める。 

○ 【新・重】大学院との連携 

④ 学部と大学院の連携を意識し、大学院で実施される講義等への学部学生の

積極的な参加促進を継続する。 

⑤ 学部と修士課程の接続を見据えて開講した「複合芸術基礎演習」の授業ア

ンケート結果を分析し、学部から大学院までの一貫した学びの充実に向けて

検証・改善を行う。 

 

イ 大学院課程における教育の充実 

○ 【重】研究指導の充実 

⑥ 領域の異なる複数の教員と学生が積極的に交流するチームティーチングに

よる指導を行い、研究指導体制の充実を図る。 

⑦ 初の博士課程修了生の輩出を受け、今後の学位審査の手続きや方法、スケ

ジュール等の点検を行う。 
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○ 成績評価 

⑧ 「複合芸術」に基づく研究と表現の成果に関する客観的かつ適切な評価を

行うため、教員間の情報共有に努めながら成績評価の標準化を図る。 

 

(2) グローバル人材の育成 

○ 【拡・重】グローバル教育の推進 

⑨ 令和 7 年度のカリキュラム改正に向け、基礎教育センター準備室（令和６

年度中に基礎教育センターに改組予定）と連携してグローバル教育科目を決

定し、充実したグローバル教育の提供に向けた体制を整備する。 

⑩ 策定した５ヶ年計画に基づき、海外の交流提携校の開拓に取り組むほか、

交流提携校と連携し、対面やオンラインによる国際交流機会を創出する。ま

た、国内外の大学やアーティストとの交流事業を通じて、グローバルな視点

の学術交流を展開する。 

○ 【新・重】外国語教育の充実 

⑪ 外国語教育体制の充実を図るため、基礎教育センター準備室（令和６年度

中に基礎教育センターに改組予定）と連携して外国語科目の授業内容につい

て精査を継続する。 

⑫ 外国語でのコミュニケーション能力を育成するため、学生のニーズやレベ

ルを踏まえた実践的な研修や講座等を実施する。 

 

(3) 教育の質の向上 

○ 教育活動の評価と改善 

⑬ 授業アンケートの結果を教員へ開示し、授業内容の改善・向上を図る。 

⑭ 教育活動の改善と充実に向け、教員相互の授業参観を実施するほか、授業

研究会の開催を通じて、今後の教育方法の方向性等について全学的な共通理

解を図る。 

○ 教育力の向上 

【数値目標】 

・ＦＤ・ＳＤ取組事例数：５件以上 

⑮ 年間の研修計画を策定し、教職員に対する効果的かつ実践的なＦＤ・ＳＤ

活動を推進する。また、新任教職員に対し、円滑な授業開講や業務対応を支

援するための新任者研修を実施する。 

⑯ 学外のＦＤ・ＳＤに関する先進事例の情報収集を行い、その内容等を学内

で共有するほか、本学の教職員が有する知識や経験を活かした研修会等を開

催する。 
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 (4) 学生確保の強化 

○ 【重】入学者選抜の改善 

⑰ アドミッション・ポリシーに基づく意欲ある優秀な学生の確保に向け、入

学者選抜方法の分析や入学後の学力成績の検証など、効果的な入試のあり方

を検討する。 

⑱ 【新規】令和６年度に実施する令和７年度入学者選抜から、各選抜区分の募

集人員と大学入学共通テストの利用教科・科目等を変更することから、周知

を徹底するとともに、試験の実施について適切に行う。 

○ 入試広報活動の充実 

⑲ 在学生が関わる魅力あるオープンキャンパスを開催するほか、動画やウェ

ブなどのオンラインの利点を活かした情報発信を継続して行い、効果的な広

報活動を展開する。 

⑳ 大学院の内部進学者を確保するため、学部学生向けの広報活動を実施する。

また、学外の進学希望者向けに研究成果を報告するシンポジウムや展示活動

等の大学院広報を目的としたイベントを開催する。 

㉑ 入試委員会と広報委員会との連携により、入学者選抜の実績等について情

報共有を図りながら、入試広報のさらなる充実を図る。 

㉒ 【新規】入学した成績優秀者に奨学金を給付する「あきびフューチャー・ア

ーティスト基金奨学金」を広く周知し、意欲や関心の高い優秀な学生を確保

する。 

○ 【新・重】社会人・外国人留学生の受け入れ 

㉓ 学部の社会人特別選抜において、意欲ある優秀な社会人の受け入れに向け、

ガイダンス等を開催し、本学で学ぶ魅力等を発信する。 

㉔ 大学院について、国や地域・文化の違いを問わず、多様な背景を持つ優秀な

学生の確保に向けたウェブサイトの充実に努めるとともに、授業内容や学生

および教員の研究活動を発信する。 

㉕ 学部研究生について募集要項や受け入れ体制の課題を分析し、本学に相応

しい研究生制度のあり方を全学的に協議する。 

㉖ 【新規】海外提携校からの交換留学生の受入・派遣にあたり、応募資格、選

考方法、授業料の取扱い等のスキームの詳細を決定するとともに、受入体制

を整備し、提供科目について検討する。 

 

２ 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

(1) 学習支援の充実 

○ 学習環境の整備・充実 
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㉗ 学習環境の整備・充実を図るため、講義棟の雨漏り解消に向けた調査のほ

か、厚生棟への自動ドアの設置などバリアフリー化に資する修繕を段階的に

進めるとともに、共通工房の設置に向けてスペースの確保を図るなど既存施

設の利便性向上を図る。 

㉘ 【拡充】附属図書館の利用促進を図るため、引き続き蔵書の整備・充実を進

めるほか、学生に対するニーズ調査を実施の上、その結果を運営に反映し、

さらなる学習環境の充実化に努める。 

○ 学習相談等の充実 

㉙ クラス担任制度を活用し、担任教員との定期的な面談を通じ、学生生活の

把握および学生の個性や目標に応じた個別指導を行う。 

○ 【拡・重】学習意欲を高める機会の充実 

㉚ 学業等において優れた成績を修めた学生に対して表彰を行う。 

㉛ BIYONG POINTやサテライトセンター等を活用した学生展示の開催や、他大

学が参加する企画展への出展など、学生の学内外での出展機会を創出する。 

㉜ 後援会やあきびネットと連携しながら展示・展覧会（学外施設を含む。）実

施のための支援と制度の周知に努めるほか、学生の作品展示に関する知識と

技術の向上を図るための実践的な機会を創出する。 

㉝ 大学における教育成果である優秀な卒業・修了研究作品を、芸術資料や将

来的な財産として収蔵するとともに、展示などにより活用を図る。 

㉞ 【(10)再掲】策定した５ヶ年計画に基づき、海外の交流提携校の開拓に取り

組むほか、交流提携校と連携し、対面やオンラインによる国際交流機会を創

出する。また、国内外の大学やアーティストとの交流事業を通じて、グロー

バルな視点の学術交流を展開する。 

○ 自主的な活動の支援 

㉟ 学生の自主的な創作活動やサークル活動等に対して、後援会とも連携を図

りながら支援と各種助成制度の効果的な周知を行う。 

㊱ 【新規】学生の課外活動の活性化を図るため、フューチャー・アーティスト

基金を活用して、展覧会等で優秀な成績を収めた学生を対象とする創作・課

外活動等奨励金給付制度と、芸術祭参加の旅費等を助成する国内芸術祭研修・

体験助成事業を実施する。 

㊲ 卒業・修了展や成果展等の実施をサポートし、本学での学びの成果を広く

発信する。 

 

 (2) 生活支援の充実 

○ 相談体制の整備 
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㊳ 臨床心理士と看護師、キャンパスソーシャルワーカーが一体となり、心身

の健康保持等に関する相談に応じるとともに、各専攻、クラス担任等との連

携のもと学生が抱える問題の早期解決につなげる。 

○ 【新】経済的な支援 

㊴ 国の修学支援制度による授業料等の減免および給付型奨学金において、令

和６年度から支援拡大が図られることから、制度の周知に努めるとともに、

従前からの対象者のほか、新たに対象となる学生についても細やかな支援を

行う。 

㊵ 【新規】フューチャー・アーティスト基金を活用して、奨学金の受給学生

（内定者を含む。）を対象に、奨学金支給までの生活支援として生活支援金貸

付事業を実施する。 

 

(3) 進路支援の充実 

○ 【重】進路指導の充実 

【数値目標】 

・進路決定率（志望者ベース）：100％ 

㊶ 令和７年度からの新カリキュラム移行に向けて、新しいキャリア教育科目

と現行実施しているガイダンス等の一体的な運営を目指し、キャリア教育の

最適化を図るとともに、ＬＩＮＥや再構築したＨＰを活用し、ガイダンス等

の開催に関する情報発信の強化を図る。 

㊷ 外部専門家の個別面談やガイダンス、学内個別企業説明会の開催にあたり、

進路アンケート等で取得した学生ニーズの反映強化を図る。 

㊸ 【拡充】ＯＢ・ＯＧ就職企業や学生ニーズの高い新規企業等への個別訪問お

よびオンライン情報交換を積極的かつ体系的に進めることや、大学院への進

学相談、ＮＦＴ・メタバース等の黎明期にあたる産業の業界研究を積極的に行

い、学生の継続的な就職先の確保および新たな進路・就職先の開拓に努める。 

 

(4) 総合的な支援体制の整備 

○ 【新・重】総合的な支援の提供 

㊹ 多様化する学生のニーズに対し適切な対応を図るため、学生生活委員会と

学生支援担当者会議とが連携しながら、メンタルヘルス支援等のさらなる充

実に取り組む。 

○ 【新】ダイバーシティの推進 

㊺ 支援を必要とする学生や教職員向けの支援体制の充実を図るための研修会

等を実施し、ダイバーシティ推進への理解啓発に取り組む。 
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㊻ 【(27)一部再掲】誰もが安全安心に過ごせるキャンパスづくりを目指し、講

義棟の雨漏り解消に向けた調査のほか、厚生棟への自動ドアの設置などバリ

アフリー化に資する修繕を段階的に進める。 

 

Ⅱ 研究の質の向上に関する目標を達成するための措置 

１ 研究に関する目標を達成するための措置 

(1) 研究水準の向上 

○ 【重】先鋭的・複合的な研究の推進 

㊼ 学長プロジェクト研究費（競争的研究費・芸術表現企画事業）の配分や外部

資金の獲得等により、地域課題に応じた実践的な研究を推進するとともに、

学外研究者と連携した学際的なプロジェクトや創作活動等を実践する。 

○ 【重】外部資金の獲得 

【数値目標】 

・科学研究費補助金（科研費）申請件数：20件以上 

・科学研究費補助金（科研費）採択件数：３件以上 

㊽ 科研費等の競争的外部資金獲得に向け、外部専門機関等による実践的なノ

ウハウをテーマとした研修会の開催や、引き続き科研費研究計画書の添削指

導の実施と利用勧奨のほか、同計画書の閲覧制度を実施し、全学的な申請支

援を行う。また、事務担当職員が学外研修会に参加しスキルアップを図ると

ともに、同研修会で得た外部資金獲得に有用な情報について、教員にフィー

ドバックを行う。 

㊾ 科研費等の競争的外部資金獲得に対するインセンティブを高めるため、効

果的な学長プロジェクト研究費の配分を実施するほか、研究内容の発展・深

化を図るため、他の専攻や他大学の教員との共同研究を視野に入れた研究計

画の立案を勧奨する。 

○ 研究成果の発信 

㊿ 公開講座やウェブサイト、ＳＮＳ等を通じて、教員の研究成果や活動実績

を広く国内外に発信するほか、学長プロジェクト研究成果についても公開等

を促進する。 

 

(2) 研究支援体制の充実 

○ 【新・重】研究活動の支援 

○51  研究活動を支援するため、有給休職制度の活用を図る。 

○52  【(48)再掲】科研費等の競争的外部資金獲得に向け、外部専門機関等によ

る実践的なノウハウをテーマとした研修会の開催や、引き続き科研費研究計
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画書の添削指導の実施と利用勧奨のほか、同計画書の閲覧制度を実施し、全

学的な申請支援を行う。また、事務担当職員が学外研修会に参加しスキルア

ップを図るとともに、同研修会で得た外部資金獲得に有用な情報について、

教員にフィードバックを行う。 

○ 【新】若手・女性研究者の育成支援 

 ○53  研究活動と出産・育児等のライフイベントとの両立に向け、産休・育休の

取得および休暇明けの円滑な職場復帰を支援する。 

 ○54  学内研究費（教育研究費・学長プロジェクト研究費）の裁量的配分を通じ

て、多様な研究活動を支援するほか、若手・女性研究者を対象とした外部資

金への応募を積極的に行うよう促し、公募情報の周知などにより研究活動を

サポートする。 

 

Ⅲ 社会連携の充実に関する目標を達成するための措置 

１ 社会連携に関する目標を達成するための措置 

(1) 地域社会への貢献 

○ 【重】地域貢献活動の充実 

○55  地域の芸術文化活動を担うアートマネジメント人材の育成に向けて、ＮＰ

Ｏ法人アーツセンターあきた等と連携を図りながら、各種展覧会、公開講座、

スクール事業、ワークショップ等を開催する。 

○56  近隣中学校等への訪問授業や、県内自治体との協働による地域課題の解決

に向けた取り組みなど、地域と連携した各種事業を展開する。 

○ 【新】市の政策課題への貢献 

○57  秋田市が設置する各種委員会や審議会等への参加を通じて、まちづくりへ

の提言を行う。また、中心市街地における芸術文化ゾーンの形成などに向け

て、秋田市文化創造館等で実施される各種活動を支援する。 

○58  芸術の視点から地域社会の課題解決に貢献する「空き家レジデンスプロジ

ェクト」を引き続き実施するとともに、老朽化が進む施設について、代替施設

の調査をはじめ今後の対応を検討する。 

○59  秋田市との連携会議を定期的に開催し、各種課題に対する共通認識を図る

とともに、地域社会への貢献に向け、連携可能な政策課題について協働する。 

 

(2) 産学官連携の推進 

【数値目標】 

・受託事業・共同研究数：13件以上 

○ 産学官連携の推進 

7



○60  教育研究活動の一環として、地方自治体や民間企業等からの受託研究や受

託事業等を積極的に受け入れる。 

○61  秋田産学官ネットワーク等が主催する各種イベントへの参画を通じた情報

収集・交流を推進するとともに、地域の課題解決や産業振興等に寄与する共同

研究を他機関と展開する。 

 

(3) 他大学等との連携 

○ 他大学との連携 

○62  大学コンソーシアムあきたへの参画を通じた交流活動等に取り組むほか、

県内国公立４大学連携協力協定に基づく連携事業等を実施する。 

○63  全国芸術系大学コンソーシアムや国公立デザイン系大学会議への参画を通

じ、県外他大学との連携を図るほか、国内交流提携校との交流を推進する。 

○ 高大連携の推進 

【数値目標】 

・（大学コンソーシアムあきた等が主催する）高大連携授業数：５科目以上 

○64  各高校からの要請に基づき、高校生に対する進路選択機会等を提供するた

め、訪問模擬授業やオンライン講義を実施する。 

○65  大学コンソーシアムあきた等が主催する高大連携授業を積極的に開講し、

高校生に対する高度な美術教育機会の提供と入試広報活動の充実を図る。 

 

Ⅳ 国際交流の展開に関する目標を達成するための措置 

１ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

(1) 海外との交流機会の拡充 

【数値目標】 

・海外留学・海外研修参加者数：20人以上 

○ 【重】交流提携校の拡充 

○66  【(10)一部再掲】策定した５ヶ年計画に基づき、海外の大学、研究機関と

の大学間交流の協定締結を拡充するため、新たな調査や人的交流を推進する。

また、海外の交流提携校と連携し、教職員・学生の国際交流機会を創出する。 

○ 【拡・重】学生支援の充実 

○67  【拡充】短期留学、海外のアートプロジェクト、各種国際交流事業等に参加

する学生に対する経費の助成に加え、新たにフューチャー・アーティスト基金

を活用した中長期の海外留学等に参加する学生に対する経費助成を行う。 

○68  学生のニーズを踏まえ、学生に海外での活動・交流・コミュニケーション能

力の向上の機会等を提供するため、国際交流プログラム支援事業を実施する。 
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○69  【(12)再掲】外国語でのコミュニケーション能力を育成するため、学生の

ニーズやレベルを踏まえた実践的な研修や講座等を実施する。 

○70  学内の関連委員会等と連携を図りながら、協定締結校との交換留学制度実

施に向けたサポート体制の整備を進める。 

○ 研究活動等の支援 

○71  学長プロジェクト研究費の裁量的配分を通じて、教員の海外での研究活動

や作品発表等を支援する。 

○72  【(50)再掲】公開講座やウェブサイト、ＳＮＳ等を通じて、教員の研究成

果や活動実績を広く国内外に発信するほか、学長プロジェクト研究成果につ

いても公開等を促進する。 

○ 【重】受け入れ体制の整備 

○73  【(70)一部再掲】海外の大学教員や学生、アーティスト等の研究活動、作

品発表等の受け入れの機会創出を図るとともに、学内の関連委員会等と連携

を図りながら、交換留学制度の実施に向けた外国人留学生の受入体制を整備

する。 

 

Ⅴ 業務運営の改善および効率化に関する目標を達成するための措置 

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 

(1) 機動的・効率的な業務運営 

○ 機動的・効率的な業務運営 

○74  理事長（学長）のリーダーシップのもと、全委員会・教職員が情報を共有

して連携を取り、効率的で円滑な業務運営を推進する。 

○75  【(44)再掲】多様化する学生のニーズに対し適切な対応を図るため、学生

生活委員会と学生支援担当者会議とが連携しながら、メンタルヘルス支援等

のさらなる充実に取り組む。 

○76  持続可能な大学運営を実現するため、「将来構想検討ＷＧの提案（最終報

告）」の具現化に向けた取組を着実に推進する。 

 

(2) 教職員の協働 

○ 学内組織の充実 

○77  学内委員会を教員と事務職員による構成とし、円滑な連携を図りながら機

動的な組織運営を推進する。 

 

(3) 監査制度の充実 

○ 【新】監査制度の充実 
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○78  法人業務の適正性・効率性を確保するため、監査計画に基づいた内部監査

等を実施し、監事と連携した法人・大学運営の継続的な業務改善を推進する。 

 

２ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

(1) 人事制度の運用と人材育成 

【数値目標】 

・事務職員の法人採用職員率：60.6％以上（20/33人） 

○ 【重】人事計画の推進 

○79  法人事務職員採用計画に基づき計画的に事務職員を採用するほか、定年退

職予定者が多く見込まれる今後の教員採用については執行部会議を通じて着

実に対応する。 

○ 人事評価制度の運用と改善 

○80  教員評価制度において、前年度の課題を検証し改善を図るとともに、制度

の効果的な運用について検討する。また、事務職員については、秋田市の人事

評価制度を活用し実施する。 

○ 人材の育成 

○81  法人採用事務局職員を対象とした人事交流等を推進し、大学運営の中核を

担う人材の育成に努める。 

○82  【(15)再掲】年間の研修計画を策定し、教職員に対する効果的かつ実践的

なＦＤ・ＳＤ活動を推進する。また、新任教職員に対し、円滑な授業開講や

業務対応を支援するための新任者研修を実施する。 

○ 【新】働きやすい職場環境づくり 

○83  時間外勤務の縮減や年次有給休暇の確実な取得に向けた取組を推進する。

また、病気やけが、育児、介護等で長期休養する教職員に対し適切にサポート

を行う。 

○84  メンタルヘルス不調を未然に防ぐためのストレスチェックを実施する。 

○85  教職員の健康増進を図るため、臨床心理士による心の健康相談を実施する。 

○86  管理監督者等の相談対応者が、相談対応の基本技術を習得するため、管理

監督者等を対象とした学内研修を実施する。 

 

３ 事務等の効率化に関する目標を達成するための措置 

(1) 事務処理の効率化 

○ 事務組織の効率化 

○87  業務の継続性と効率性を確保するため、業務の共有化と見える化を進める

ほか、複数課の職員を横断的に集めて結成するプロジェクトチーム方式の採
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用等、事務組織を必要に応じて柔軟に変更する組織運営を行う。また、業務

ミスの再発を防止し、業務が円滑かつ適正に執行されるように、事務マニュ

アルの作成および更新を行う。 

○ 外部委託業務の検証 

○88  既存業務を点検し、必要に応じて委託内容を見直すなど、事務処理の適正

化および効率化に努める。 

 

Ⅵ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

１ 外部研究資金その他自己収入の確保に関する目標を達成するための措置 

(1) 外部資金等自己収入の確保 

【数値目標】 

・（再掲）科学研究費補助金（科研費）申請件数：20件以上 

・（再掲）科学研究費補助金（科研費）採択件数：３件以上 

○ 【重】外部資金の獲得 

○89  【(48)再掲】科研費等の競争的外部資金獲得に向け、外部専門機関等によ

る実践的なノウハウをテーマとした研修会の開催や、引き続き科研費研究計

画書の添削指導の実施と利用勧奨のほか、同計画書の閲覧制度を実施し、全学

的な申請支援を行う。また、事務担当職員が学外研修会に参加しスキルアップ

を図るとともに、同研修会で得た外部資金獲得に有用な情報について、教員に

フィードバックを行う。 

○90  【(49)再掲】科研費等の競争的外部資金獲得に対するインセンティブを高

めるため、効果的な学長プロジェクト研究費の配分を実施するほか、研究内容

の発展・深化を図るため、他の専攻や他大学の教員との共同研究を視野に入れ

た研究計画の立案を勧奨する。 

○ 受託事業等の推進 

【数値目標】 

・（再掲）受託事業・共同研究数：13件以上 

・（再掲）科学研究費補助金（科研費）申請件数：20件以上 

・（再掲）科学研究費補助金（科研費）採択件数：３件以上 

○91  【(60)再掲】教育研究活動の一環として、地方自治体や民間企業等からの

受託研究や受託事業等を積極的に受け入れる。 

○ 【新・重】新たな自己収入の確保 

○92  集中募集期間（令和３年12月～令和５年度末）終了後も、引き続き学生支援

と教育研究環境の充実を図るため、大学支援組織等に対して「秋田公立美術大

学フューチャー・アーティスト（Future Artist）基金」への募金活動を行う。 
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２ 経費の効率化に関する目標を達成するための措置 

(1) 安定的な財政運営 

○ 【重】中長期的な視点による財政運営 

○93  限られた予算の範囲内で事業を推進するため、スクラップが可能な事業の

抽出について継続的に検討を行うほか、中長期的な視点を踏まえた財政運営

を行う。 

 

３ 資産の運用管理に関する目標を達成するための措置 

(1) 施設および知的財産の有効活用 

○ 施設の有効活用 

○94  資産の有効活用を図るため、保有する体育館等の施設について適切に管理

するとともに、有償貸付を行う。 

○ 知的財産の管理・活用 

○95  知的財産の保護育成やトラブルの未然防止を図るため、教職員向けに知的

財産に関するセミナー等を開催する。 

 

Ⅶ 自己点検および評価ならびに情報公開等に関する目標を達成するための措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

(1) 評価の充実 

○ 評価による業務改善 

○96  評価結果を踏まえたＰＤＣＡサイクルの着実な推進により、業務運営の改

善・向上および教育研究活動の質保証を図る。 

○97  【新規】認証評価の受審に当たり、学内委員会・センター等が連携し、全

学を挙げて点検ポートフォリオの作成、書面・実施調査に対応する。 

○98  【新規】令和７年度から法改正により年度計画の策定等の義務がなくなり

、中期計画の各項目に指標（数値目標）を掲げることに伴い、中期計画全体の

進捗を把握・管理し、全学的にＰＤＣＡサイクルを着実に推進する新たなスキ

ームを構築する。 

 

２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置 

(1) 情報公開等の充実 

○ 情報公開等の充実 

○99  法人としての説明責任を果たすため、適正な情報公開に努める。 

○100  【(50)再掲】公開講座やウェブサイト、ＳＮＳ等を通じて、教員の研究成

果や活動実績を広く国内外に発信するほか、学長プロジェクト研究成果につ
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いても公開等を促進する。 

○ 【新・重】戦略的広報の展開 

○101  広報戦略基本方針の見直しを図り、広く全学的な共通理解のもとで積極的

かつ効果的な広報活動を展開し、本学の認知度および評価、ブランド力の向上

を図る。 

○102  ターゲットを明確にしたウェブコンテンツの充実を図り、教育研究成果や

地域貢献の取組を迅速かつ戦略的に発信する。 

 

Ⅷ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置 

１ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 

(1) 施設設備の整備 

○ 【重】計画的な施設設備の整備 

○103  【(27)一部再掲】教育研究環境の向上を図るため、講義棟の雨漏り解消に

向けた調査のほか、修繕計画に基づき施設の効果的な修繕・更新を実施する

とともに、厚生棟に自動ドアを設置するなど、バリアフリー化に資する修繕

を段階的に進めつつ、共通工房の設置など、中長期的な施設整備の方策につ

いて検討を行う。 

○ 情報環境の整備 

○104  【拡充】学内情報システムの一層の安定運用を図るとともに、令和７年度

の基幹システム更新にあたり、機器やネットワーク構成などについて高いセ

キュリティを確保するため、仕様の詳細を検討する。 

 

２ 大学支援組織等との連携に関する目標を達成するための措置 

(1) 同窓会・後援会との連携強化 

○ 同窓会・後援会との連携 

○105  後援会会報誌「エオスニュース」の制作支援として内容の充実に努め、学

生活動の情報発信に取り組むとともに、同窓会（卒業生）との連携を図り、本

学からの情報発信と相互交流等を実施する。 

○106  サークル活動や自主的な創作活動等への支援のほか、学生の実態等を踏ま

えた後援会助成事業を実施するとともに、事業についてより効果的な周知を

行うことで、学生へのサポート体制を強化する。 

○ 【新】開学 10周年に向けた連携の推進 

※開学10周年記念事業は、令和５年度中に全て終了 
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(2) 地元企業等との連携 

○ 地元企業等との連携 

○107  「あきびネットファンド」や「あきびネット奨学金」等の積極的な展開を

図ることで、学生の学外活動や創作活動等を支援するとともに、「あきびネッ

ト情報交換会」などを通じ、地元企業との双方向の連携強化に一層努める。 

○108  学生の地元企業への理解向上と就職先の確保を図るため、学内企業説明会

やキャリア授業科目・ガイダンス等への会員企業の参加促進を図り、学生が地

元企業の魅力に触れる機会を創出する。 

 

３ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

(1) 安全管理体制の確立 

○ 安全管理の徹底 

○109  工房等の各部屋に管理者を配置し、安全管理体制を確保するとともに、工

作機械等の定期点検や資格保有状況の把握等により安全確保に努める。 

○110  安全管理のための定期的な職場巡回を実施する。 

 

(2) 危機管理体制の充実 

○ 危機管理の徹底 

○111  避難訓練や教職員研修の実施により危機管理の共有・徹底を図る。 

○112  学内の各種リスクの識別や点検等の取組結果を踏まえ、必要に応じて危機

管理マニュアルの見直しを行うなど、リスクマネジメント体制の整備を実施

する。 

 

(3) 情報セキュリティの強化 

○ 情報セキュリティの強化 

○113  内部統制によるリスクの識別や点検等を通じて、情報セキュリティ対策の

強化を図る。 

 

４ 人権擁護・法令遵守に関する目標を達成するための措置 

(1) 人権の尊重 

○ ハラスメントの防止 

○114  ハラスメント防止に関する意識改革のため、人権啓発小冊子およびハラス

メント防止ハンドブック等を配布し、学生や教職員への意識啓発活動を行う。 

○115  相談体制等の充実を図るため、相談員・調査員向けに、より実践的な内容

の研修を実施するとともに、教職員および学生向けにハラスメント防止に関
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する研修を開催する。 

 

(2) 法令遵守 

○ コンプライアンス意識の徹底 

○116  法令等を遵守しつつ、本学業務を有効かつ効率的に行うため、内部統制シ

ステムの整備および運用を推進するとともに、継続的に改善していく。 

○117  契約事務を行う職員と出納事務を行う職員を明確に分離し、相互牽制機能

を引き続き維持する。また、マニュアルに基づいた適切な予算執行の徹底を

図り、不正経理の防止に引き続き取り組む。 

○118  研究不正防止計画に基づき、研究活動に関わる教職員および学生に対する

研修等を実施する。 

○119  【新規】本学の教員および大学院生を対象とした研究倫理審査について、

実施方法や規程策定などの整備を図るため、専門部会で試行を行い、事例を

積み上げながら協議を進める。 
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Ⅸ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画および資金計画

１ 予算

(単位：百万円）

区 分 金 額

収入

運営費交付金 1,144

授業料等収入 262

施設整備費補助金 140

受託研究等収入 23

その他収入 11

繰越積立金取崩 28

計 1,608

支出

人件費 975

一般管理費 79

教育研究経費 327

教育研究支援経費 64

施設設備費 140

受託研究費等 23

計 1,608

(人件費の見積り）

期間中、総額975百万円を支出する。

なお、人件費は、役員報酬、教職員の給料、諸手当および法定福利費

に相当する費用を試算した（退職手当を除く。）。
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２ 収支計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 1,521

経常経費 1,521

業務費 1,389

教育研究経費 327

教育研究支援経費 64

受託研究費等 23

人件費 975

一般管理費 79

財務費用 0

雑損 0

減価償却費 53

臨時損失 0

収益の部 1,440

経常収益 1,440

運営費交付金収益 1,144

授業料等収益 262

受託研究等収益 23

施設費収益 0

財務収益 0

雑益 11

臨時利益 0

純利益 △81

繰越積立金取崩 81

総利益 0
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３ 資金計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 1,580

業務活動による支出 1,437

投資活動による支出 143

財務活動による支出 0

翌年度への繰越金 0

資金収入 1,580

業務活動による収入 1,440

運営費交付金による収入 1,144

授業料等による収入 262

受託研究等による収入 23

その他の収入 11

投資活動による収入 140

財務活動による収入 0

前年度からの繰越金 0

Ⅹ 短期借入金の限度額

運営費交付金等の受入の遅延等又は事故の発生等に対応するため、短

期借入金の限度額を１億１千万円（年間の運営費交付金および授業料の

月平均の１か月相当額）とする。

ⅩⅠ 出資等に係る不要財産等の処分に関する計画

なし

ⅩⅡ 重要な財産の譲渡等に関する計画

なし

ⅩⅢ 剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上および組

織運営の改善のための費用に充てる。
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ⅩⅣ 地方独立行政法人法第４０条第４項の規定により業務の財源に充て

ることができる積立金の処分に関する計画

積立金は、教育研究の推進および学生生活の充実を図るための施設設

備、備品等の整備に関する経費ならびに本中期計画において重点的に取

り組む事項（重点戦略）に要する経費に充てる。
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